
広島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年３月15日

広島県公安委員会

委員長 水 野 勝

広島県公安委員会規則第２号

広島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

広島県道路交通法施行細則（昭和35年広島県公安委員会規則第15号）の一部を次のように

改正する。

第14条の２の見出し中 免許用写真 を 申請用写真 に改め 同条第１項中 施行規則「 」 「 」 ， 「（

。）」 「 」第29条の２第２項において準用する場合を含む の次に 及び施行規則第30条の９第３項

を加え 「免許用写真」を「申請用写真」に改め，同条第２項を削る。，

第21条の２及び第21条の３を次のように改める。

（運転経歴証明書交付申請書等）

第21条の２ 施行規則第30条の10第１項の交付申請書及び施行規則第30条の13第１項の再交

付申請書の様式は、別記様式第19号の２のとおりとする。

２ 前項の申請書は、第１条の規定にかかわらず、運転教育課長又は各署長を経由して公安

委員会に提出することができる。

３ 施行規則第30条の10第２項に規定する申請書に申請用写真を添付する必要がない場合

は、第14条の２の表に掲げる場所において、申請書を公安委員会に提出する場合とする。

（運転経歴証明書の記載事項の変更の届出）

第21条の３ 施行規則第30条の12第２項の規定による届出書の様式は、別記様式第19号の３

のとおりとする。

２ 前項の届出書は、第１条の規定にかかわらず、運転教育課長又は各署長を経由して公安

委員会に提出することができる。

別記様式第19号の２及び別記様式第19号の３を次のように改める。



（表）

交付
申請書運転経歴証明書

写再交付

真広 島 県 公 安 委 員 会 様

平成 年 月 日

交付・再交付 登録（交付）年月日 登録（照会）番号
資 料

□ □ □ □ □区 分 ３６－Ｂ９

経歴証明

□□□□□□□□□□□□書番号

自宅
連絡先 （ ） － 処理番号 平成 年－

携帯（勤務先）

※ 現に受けていた運転経歴証明書の内容についてご記入ください。

男 女生年月日 明治 大正 昭和 平成

性 別 1 21 2 3 4

フリガナ

氏 名

住 所

年 月 日 生生年月日

氏 名

本 籍

国 籍

住 所

交付日 年 月 日

条 件

欠 氏 本 住 条

免許証番号
字

免 許 年 月 日 その他 年 月 日二･小･原

年月日 二 種 年 月 日 有 無

大 中 普 大 大 普 小 原 け 大 中 普 大 け免許の
自 自 特 引

型 型 通 特 二 二 特 付 引 二 二 二 二 二種 類

（第21条の２関係）様式第19号の２

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４とする。



（裏）

手 数 料

運転経歴証明書亡失・滅失てん末書

私は次のとおり運転経歴証明書亡失・滅失したのでてん末書を提出します。

１ 日時 平成 年 月 日 午前・後 時 分ころから（ころ）

平成 年 月 日 午前・後 時 分ころまでの間

２ 場所 市 区

県 郡 町 から（において）

市 区

県 郡 町 の間において

３ なくなるまでの

証明書の所在

４ 警察への届出の □ 警察署 交番・駐在所へ届出済みです。
有無

□警察へは届出していません。

理由は です。

運転経歴証明書を２通持つことは禁止されていることや，亡失した運転経歴証明書を発見した
ときは速やかに返納しなければならないことは分かりましたので違反しないことを誓います。

違反した場合は処罰されることも分かりました。

平成 年 月 日
氏名 印

運転経歴証明書受領書

運転経歴証明書を本日受領しました。

平成 年 月 日

氏名 印



運転経歴証明書記載事項変更届出書

広島県公安委員会 様

警察署 ・ 免許センター

処理番号 平成 年－

県 内 県 外 入 力 確 認
資 料

区 分 ５７ Ａ７

コピー ① 届出年月日 平成 年 月 日

フリガナ 性別

届 氏 名
男

② 出 ・
連絡先 自宅 女

者 電話番号 携帯
□ 証明書裏面記載有り。 勤務先

※ ①～③について記載すること。③は変更する項目のみ記載して下さい。

フリガナ
大

記載
氏 名 生年月日 昭 ・ ・

事項 平
③ の

変更
住 所

欄

（確認物コピー欄）

（第21条の３関係）様式第19号の３

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４とする。

附 則

この公安委員会規則は，平成24年４月１日から施行する。


